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報告第１号 
 

   専決処分の承認を求めるについて 

 
 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
１ 平成２１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号） 
 
専決理由 
 平成２１年１１月１０日から１１日かけて降り続いた豪雨により発生した農業施設災害に対して、国庫負担金を財源とし

た農業施設災害復旧事業を実施するにあたり、次年度の営農の支障等を考え早期に災害復旧工事に着手する必要が生じたた

め、当該事業に係る経費の歳入歳出予算の補正について専決処分したものである。 
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専決甲第１号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２１，５６８,１６６千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

   
 平成２２年１月１５日専決 

 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(10)地方交付税     2,258,001           829     2,258,830

 

 1)地方交付税     2,258,001           829     2,258,830

 

(14)国庫支出金     3,662,260         1,960     3,664,220

 

 1)国庫負担金     2,268,486         1,960     2,270,446

 

(20)市　　　債     2,454,300           800     2,455,100

 

 1)市　　　債     2,454,300           800     2,455,100

 

歳         入         合         計    21,564,577         3,589    21,568,166
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(14)災害復旧費         3,589         3,589

 

 1)農業施設災害復旧費         3,589         3,589

 

歳         出         合         計    21,564,577         3,589    21,568,166
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第２表　地方債補正

１  追加

償 還 の 方 法

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率
資 金 区 分 償還期限

左のうち
償 還 方 法 そ の 他

備 考

据置期間

　　千円 年％以内 年以内 年以内

年賦又は半年賦、元利 左記の条件の範囲内において借

 災害復旧事業 800 普通貸借 ６ 政　府 均等又は元金均等、満 入先に融通条件がある場合は、

(証書借入) （ただし、利率見直し方式 大阪府 ３０ ３ 期一括又は当初の借入 その条件に従うことができる。

又　　は で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構 額の２％以上を毎期ご また、財政の都合により、償還

証券発行 地方公共団体金融機構資金 銀　行 とに償還 期限及び据置期間を短縮し、又

について、利率の見直しを その他 は繰上償還若しくは低利に借り

行った後においては当該 換えることができる。

見直し後の利率）
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平 成 ２ １ 年 度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号）事項別明細書 
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歳 入

01-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

１０
地方交付税          2,258,001           829     2,258,830

( 1)
地方交付税          2,258,001           829     2,258,830

  1)
地方交付税          2,258,001           829     2,258,830

1.
地方交付税                829

１４
国庫支出金          3,662,260         1,960     3,664,220

( 1)
国庫負担金          2,268,486         1,960     2,270,446

  3)
災害復旧費負担金                      1,960         1,960

1.
農業施設災害復旧
費負担金         1,960

２０
市　　　債          2,454,300           800     2,455,100

( 1)
市　　　債          2,454,300           800     2,455,100

 12)
災害復旧事業債                         800           800

1.
災害復旧事業債            800

農業施設災害

歳　　　入　　　合　　　計    21,564,577         3,589    21,568,166

款 20 市　　　債      項  1 市　　　債      目 12 災害復旧事業債
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歳 出
款 14 災害復旧費            

01-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

１４災害復旧費                         3,589         3,589         2,760           829

国庫支出金      
        1,960

市債            
          800

( 1)農業施設災害復
    旧費                      3,589         3,589         2,760           829

国庫支出金      
        1,960

市債            
          800

  1)農業施設災害復
    旧費                      3,589         3,589         2,760           829

国庫支出金      
        1,960

市債            
          800

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                 57              
 15.工事請負費              3,532              

[ 1]農業施設災害復
    旧事業                      3,589         3,589         2,760           829 農林水産課

国庫支出金      
        1,960

[農業施設災害復旧
費負担金
        1,960]

市債            
          800
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 01-0002

[災害復旧事業債  
          800]

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                 57              消耗品費

 15.工事請負費              3,532              

歳　出　合　計    21,564,577         3,589    21,568,166         2,760           829

国庫支出金      
        1,960

市債            
          800

款 14 災害復旧費      項  1 農業施設災害復旧費      目  1 農業施設災害復旧費
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地 方 債 現 在 高 の 補 正 調 書

（単位：千円）

区　　　　　　　分

補　正　前　の　額 補　正　後　の　額

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現在高見込額

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現在高見込額

2. 災 害 復 旧 債 800 800

(2) 農 林 800 800

計 2,454,300 23,220,653 2,455,100 23,221,453
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参   考

款   別   現   計   予   算   表
１．歳       入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市　　　税                                          9,165,295     9,165,295  42.5

(2) 地方譲与税                                            165,900       165,900   0.8

(3) 利子割交付金                                           84,400        84,400   0.4

(4) 配当割交付金                                           34,800        34,800   0.2

(5) 株式等譲渡所得割交付金                                  6,100         6,100 －

(6) 地方消費税交付金                                      574,400       574,400   2.7

(7) ゴルフ場利用税交付金                                   57,000        57,000   0.3

(8) 自動車取得税交付金                                     75,900        75,900   0.3

(9) 地方特例交付金                                        125,200       125,200   0.6

(10)地方交付税                                          2,258,001           829     2,258,830  10.5

(11)交通安全対策特別交付金                                 10,200        10,200 －

(12)分担金及び負担金                                      168,615       168,615   0.8

(13)使用料及び手数料                                      400,843       400,843   1.8

(14)国庫支出金                                          3,662,260         1,960     3,664,220  17.0

(15)府支出金                                            1,302,143     1,302,143   6.0

(16)財産収入                                               46,839        46,839   0.2

(17)寄　附　金                                              1,100         1,100 －

(18)繰　入　金                                            660,015       660,015   3.1

(19)諸　収　入                                            307,304       307,304   1.4

(20)市　　　債                                          2,454,300           800     2,455,100  11.4

(22)繰　越　金                                              3,962         3,962 －

11



 

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    21,564,577         3,589    21,568,166 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            274,014       274,014   1.3

(2) 総　務　費                                          2,278,029     2,278,029  10.5

(3) 民　生　費                                          7,779,498     7,779,498  36.1

(4) 衛　生　費                                          1,852,883     1,852,883   8.6

(5) 農林水産業費                                          151,695       151,695   0.7

(6) 商　工　費                                             63,358        63,358   0.3

(7) 土　木　費                                          2,176,092     2,176,092  10.1

(8) 消　防　費                                            861,045       861,045   4.0

(9) 教　育　費                                          2,908,957     2,908,957  13.5

(10)公　債　費                                          2,765,156     2,765,156  12.8

(11)諸支出金                                              433,850       433,850   2.0

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

(14)災害復旧費                                              3,589         3,589 －

歳     出     合     計    21,564,577         3,589    21,568,166 100.0
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報告第２号 
 

   専決処分の承認を求めるについて 

 
 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
１ 平成２１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第７号） 
 
専決理由 
 昭和池の漏水が著しく早期に修繕を要するため、当該事業に係る経費の歳入歳出予算の補正について専決処分したもので

ある。 
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専決甲第２号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第７号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ２１，５７０，１６６千円 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
   
 平成２２年２月５日専決 

 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(18)繰　入　金       660,015         2,000       662,015

 

 2)財産区繰入金        51,790         2,000        53,790

 

歳         入         合         計    21,568,166         2,000    21,570,166
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(5) 農林水産業費       151,695         2,000       153,695

 

 1)農　業　費       147,778         2,000       149,778

 

歳         出         合         計    21,568,166         2,000    21,570,166
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平 成 ２ １ 年 度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第７号）事項別明細書 
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歳 入

01-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

１８
繰　入　金            660,015         2,000       662,015

( 2)
財産区繰入金           51,790         2,000        53,790

  5)
新家高野・野口（
大掛）財産区繰入
金                      2,000         2,000

1.
新家高野・野口（
大掛）財産区繰入
金         2,000

歳　　　入　　　合　　　計    21,568,166         2,000    21,570,166

款 18 繰　入　金      項  2 財産区繰入金      目  5 新家高野・野口（大掛）財産区繰入金
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歳 出
款  5 農林水産業費            

01-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  ５農林水産業費        151,695         2,000       153,695         2,000              

繰入金          
        2,000

( 1)農　業　費          147,778         2,000       149,778         2,000              

繰入金          
        2,000

  4)農　地　費            9,995         2,000        11,995         2,000              

繰入金          
        2,000

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              2,000         6,620

[ 1]農業水路等維持
    管理事業         9,995         2,000        11,995         2,000              農林水産課

繰入金          
        2,000

[新家高野・野口（
大掛）財産区繰入
金

        2,000]

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              2,000         6,620修繕料

歳　出　合　計    21,568,166         2,000    21,570,166         2,000              

繰入金          
        2,000
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参   考

款   別   現   計   予   算   表
１．歳       入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市　　　税                                          9,165,295     9,165,295  42.5

(2) 地方譲与税                                            165,900       165,900   0.8

(3) 利子割交付金                                           84,400        84,400   0.4

(4) 配当割交付金                                           34,800        34,800   0.2

(5) 株式等譲渡所得割交付金                                  6,100         6,100 －

(6) 地方消費税交付金                                      574,400       574,400   2.7

(7) ゴルフ場利用税交付金                                   57,000        57,000   0.3

(8) 自動車取得税交付金                                     75,900        75,900   0.3

(9) 地方特例交付金                                        125,200       125,200   0.6

(10)地方交付税                                          2,258,830     2,258,830  10.5

(11)交通安全対策特別交付金                                 10,200        10,200 －

(12)分担金及び負担金                                      168,615       168,615   0.8

(13)使用料及び手数料                                      400,843       400,843   1.8

(14)国庫支出金                                          3,664,220     3,664,220  17.0

(15)府支出金                                            1,302,143     1,302,143   6.0

(16)財産収入                                               46,839        46,839   0.2

(17)寄　附　金                                              1,100         1,100 －

(18)繰　入　金                                            660,015         2,000       662,015   3.1

(19)諸　収　入                                            307,304       307,304   1.4

(20)市　　　債                                          2,455,100     2,455,100  11.4

(22)繰　越　金                                              3,962         3,962 －
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    21,568,166         2,000    21,570,166 100.0

22



 

２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            274,014       274,014   1.3

(2) 総　務　費                                          2,278,029     2,278,029  10.5

(3) 民　生　費                                          7,779,498     7,779,498  36.1

(4) 衛　生　費                                          1,852,883     1,852,883   8.6

(5) 農林水産業費                                          151,695         2,000       153,695   0.7

(6) 商　工　費                                             63,358        63,358   0.3

(7) 土　木　費                                          2,176,092     2,176,092  10.1

(8) 消　防　費                                            861,045       861,045   4.0

(9) 教　育　費                                          2,908,957     2,908,957  13.5

(10)公　債　費                                          2,765,156     2,765,156  12.8

(11)諸支出金                                              433,850       433,850   2.0

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

(14)災害復旧費                                              3,589         3,589 －

歳     出     合     計    21,568,166         2,000    21,570,166 100.0
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議案第１号 
 

   人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

  
 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定に  

より議会の意見を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
住  所   
氏  名  藤 田 小 夜 子（ふじた さよこ） 
生年月日   
職  業   
 
提案理由 
 藤田小夜子氏は、平成２２年９月３０日をもって任期満了となるが、人権擁護委員として最適任者と認め再推薦したい  

ので、意見を求めるものである。 
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議案第２号 
 

   市道路線の認定等について 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、次の路線の認定及び廃止について

議会の議決を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
１ 廃止路線（既認定分） 

 

起 点

終 点

信達牧野1276番地先

樽井1720番地先

りんくう南浜3-6番地先

りんくう南浜3-1番地先

樽井1748-1番地先

樽井1715-5番地先

男里952番地先

男里1448番地先

2.2

m

m

m27.0

信達樽井線

m

m

m

道路延長

m

m

m

樽井男里平野線 12.0 1460.4～

路 線 名 重要な経過地

20.1 1974.0 m～ 7.6

道 路 の 最 大
最　小　幅　員

樽井駅上線 mm ～

3.1

りんくう南16号線 31.0

3.1

151.0～

222.5
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起 点

終 点

馬場230-4番地先

男里1065番地先

男里408番地先

樽井1946番地先

男里1455-4番地先

男里1182-1番地先

樽井1838-1番地先

男里1313-5番地先

信達牧野1227番地先

男里1448番地先

馬場318番地先

幡代313-2番地先

信達岡中640番地先

信達岡中1328番地先

信達童子畑457-1番地先

信達童子畑468番地先

路 線 名
道 路 の 最 大
最　小　幅　員

道路延長 重要な経過地

42.5

1732.3

414.2

m

m

馬場男里線 m

m

16.2

～

m m

樽井男里線 8.0

西川橋線 2.5

浜男里御幸線 10.5

6.1

岡中山の谷線 5.9

m

m

m

～

～

～

m ～ 1.8

馬場幡代線

m

716.5

572.5

牧野幡代男里線 9.5 1999.7

藤の川樽井線 5.5 506.8

m

m

m

m

m

410.5

m

m

m

m

m

m

m

m

～

～

～

2.6

4.0

4.0

2.8

2.3

2.2

1.6

 
２ 認定路線 

 

起 点

終 点

信達牧野1276番地先

りんくう南浜3-6番地先

樽井6丁目1748-1番地先

樽井6丁目1724-1番地先

男里5丁目686-3番地先

男里3丁目1410番地先

m

m

m ～

～

～

7.9

3.1

m

m

m m

m

m

2385.8

樽井駅上線

1277.8

道路延長

樽井男里平野線

35.5

路 線 名

15.0

道 路 の 最 大
最　小　幅　員

信達樽井線

重要な経過地

3.1 168.22.3
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男里1丁目32-2番地先

男里1丁目1425番地先

男里5丁目408-2番地先

男里5丁目651-1番地先

樽井4丁目654-1番地先

樽井4丁目1946番地先

男里1476番地先

男里7丁目912-2番地先

男里4丁目1008-1番地先

男里4丁目1182-1番地先

樽井4丁目1838-2番地先

樽井4丁目1840-2番地先

男里7丁目1312-10.番地先

男里7丁目1313-7番地先

信達牧野1227-2番地先

幡代1丁目830-2番地先

幡代1丁目398-2番地先

男里3丁目1410番地先

馬場2丁目318-4番地先

馬場2丁目285-5番地先

幡代1丁目291-1番地先

幡代1丁目291-2番地先

幡代1丁目293-2番地先

幡代1丁目313-2番地先

信達岡中607番地先

信達岡中1372-3番地先

m

m

m

m

m

m

m

m

2.6

～

～

～

～

～

～

～

m

m

m

m

m

m

m

m

～

～

2.8

3.1

2.3

～

4.0

4.0

4.4

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

馬場幡代3号線

413.1

岡中山の谷線

2.2

2.3

m

m

1.9

～

112.4

牧野幡代男里1号線

浜男里御幸1号線

浜男里御幸2号線

馬場男里線

馬場幡代1号線

1221.6

180.2

193.8

m

511.2

75.7

121.4

牧野幡代男里2号線 7.5

9.5

5.9

2.7

6.1

m

m

藤の川樽井1号線 5.2

藤の川樽井2号線 5.5 348.8m 2.4

733.4

16.2

5.9

8.0

450.0

355.8

馬場幡代2号線 6.0

5.0

m

m

樽井男里1号線

樽井男里2号線 ～4.0

10.5 366.53.5

～
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起 点

終 点

新家2787-1番地先

新家2787-180番地先

新家4999-9番地先

新家4999-8番地先

新家1779-1番地先

新家1779-14番地先

岡田3丁目1289-7番地先

岡田3丁目1289-17番地先

信達市場2008-5番地先

信達市場2008-8番地先

信達牧野724-2番地先

信達牧野670-10番地先

中小路2丁目2674-1番地先

中小路2丁目1767-6番地先

路 線 名
道 路 の 最 大
最　小　幅　員

道路延長 重要な経過地

6.0

12.7

中小路南住宅内線

信達小学校東住宅内線

北野岡田湊線２号支線 6.0

消防署西住宅内線

上村野口線支線

50.4

269.0

155.1

251.8

54.2

214.5

2142.9

ヒルズ新家住宅内線

新家いずみ台団地内線

m

m

m

m

m

mmm ～ 5.0

1.6～

～

m

6.0 m

m m

6.9 m

4.9 mm

4.9 m

6.9 m
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Q
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R

Q
R

Q
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樽井男里2号線

藤の川樽
井2号線

浜男里御幸2号線

浜男里御幸1号線

樽井男
里1号

線

藤の川
樽井1

号線

藤の川樽井1号線・藤の川樽井2号線・浜男里御幸1号線・浜男里御幸2号線・樽井男里1号線・樽井男里2号線認定路線

凡　　例

起　点 ●

終　点
→
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凡　　例

起　点 ●

終　点
→
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議案第３号 
 

   土地改良事業の計画の変更について 

 
 平成２０年度から施行中の下記土地改良事業の実施計画を変更することについて、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の３第１項の規定により、議会の議決を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦          

 

記 

 

 事 業 名  童子畑地区ほ場整備事業 
 場  所  泉南市信達童子畑地区 
 変更内容 

  変  更  前 変  更  後 
地区面積 １．７０ヘクタール ２．２０ヘクタール 
事 業 費 ６２，０００，０００円 ６４，８００，０００円 
事業期間  平成２０年度から平成２２年度まで 平成２０年度から平成２３年度まで 

46



土地改良事業（ほ場整備事業「童子畑地区」）

位　置　図
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議案第４号 
 

   阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議について 

 
 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約（平成１１年泉南市告示第７２号）を別紙のとおり変更することについて

、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により阪南市及び岬町と協議するにつき、同条第３

項において準用する同法第２５２条の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 

泉南市長 向 井 通 彦   
 
提案理由 
 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約のうち、阪南市泉南市岬町介護認定審査会の庶務を平成２２年度から岬町

が行うこととするため、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約中の関係規定を変更する必要から、関係市町と協議

するに当たり議会の議決を求めるものである。 
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阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

  
阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約（平成１１年泉南市告示第７２号）の一部を次のように変更する。 
第５条中「泉南市長」を「岬町長」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第６条第２項中「岬町」を「泉南市」に、「泉南市」を「岬町」に改める。 
第７条中「泉南市」を「岬町」に改める。 
第８条中「泉南市長」を「岬町長」に、「泉南市議会」を「岬町議会」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第９条中「泉南市」を「岬町」に改める。 
第１０条中「泉南市」を「岬町」に、「岬町」を「泉南市」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第１１条及び第１２条中「泉南市」を「岬町」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 
５ 阪南市長及び泉南市長は、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約（平成２２年泉南市告

示第 号）の施行の際現に効力を有する岬町の次に掲げる条例等を公表しなければならない。 
⑴ 岬町事務分掌条例（昭和５６年岬町条例第４号） 
⑵ 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９年岬町条例第８号） 
⑶ 職員等の旅費に関する条例（平成４年岬町条例第５号） 
⑷ 岬町事務分掌条例施行規則（平成２１年岬町規則第９号） 
⑸ 岬町財務規則（平成５年岬町規則第２０号） 
⑹ 岬町契約規則（平成１８年岬町規則第１６号） 
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⑺ 岬町文書管理規則（平成１３年岬町規則第１号） 
⑻ 岬町事務決裁規程（昭和５６年岬町規程第１号） 
⑼ 岬町職員服務規程（昭和５２年岬町規程第５号） 
  附 則 

 この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第５号 
 

   阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に係る協議について 

 
 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約（平成１８年泉南市告示第４８号）を別紙のとおり変更すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により阪南市及び岬町と協議するにつき、

同条第３項において準用する同法第２５２条の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 

泉南市長 向 井 通 彦   
 
提案理由 
 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約のうち、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会の庶務を平成

２２年度から岬町が行うこととするため、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約中の関係規定を変更する

必要から、関係市町と協議するに当たり議会の議決を求めるものである。 
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阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

  
阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約（平成１８年泉南市告示第４８号）の一部を次のように変更 

する。 
第５条中「泉南市長」を「岬町長」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第６条第２項中「岬町」を「泉南市」に、「泉南市」を「岬町」に改める。 
第７条中「泉南市」を「岬町」に改める。 
第８条中「泉南市長」を「岬町長」に、「泉南市議会」を「岬町議会」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第９条中「泉南市」を「岬町」に改める。 
第１０条中「泉南市」を「岬町」に、「岬町」を「泉南市」に、「岬町長」を「泉南市長」に改める。 
第１１条及び第１２条中「泉南市」を「岬町」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 
４ 阪南市長及び泉南市長は、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約（平成２２年

泉南市告示第 号）の施行の際現に効力を有する岬町の次に掲げる条例等を公表しなければならない。 
⑴ 岬町事務分掌条例（昭和５６年岬町条例第４号） 
⑵ 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９年岬町条例第８号） 
⑶ 職員等の旅費に関する条例（平成４年岬町条例第５号） 
⑷ 岬町事務分掌条例施行規則（平成２１年岬町規則第９号） 
⑸ 岬町財務規則（平成５年岬町規則第２０号） 
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⑹ 岬町契約規則（平成１８年岬町規則第１６号） 
⑺ 岬町文書管理規則（平成１３年岬町規則第１号） 
⑻ 岬町事務決裁規程（昭和５６年岬町規程第１号） 
⑼ 岬町職員服務規程（昭和５２年岬町規程第５号） 
  附 則 

 この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第６号 
 
   一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
 
 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
提案理由 
 労働基準法の一部改正により、平成２２年４月１日から時間外労働の割増賃金の引上げが実施されるため、これに準じて

本市一般職の職員の給与関係規定等について所要の措置を講じる必要があることから、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 
 
   一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例 
 
 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 
第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年泉南市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 
  第１６条中「ときは」の次に「、勤務時間条例第７条の３第１項に規定する超勤代休時間」を加える。 
  第１７条に次の３項を加える。 
 ４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務（勤務時間条例第３条及び第４

条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。）の時間が１箇月について６０時間を超えた職

員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む

。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第２０条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（そ

の勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額を超過勤務手当と

して支給する。 
 ５ 勤務時間条例第７条の３第１項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務

しなかつたときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過

勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第２０条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１０

０分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）から第１項に規

定する規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２

５を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。 
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６ 第２項に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規定の適用がある場合にお

ける当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第１項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「１

００分の１００」とする。 
  第３０条を第３１条とし、第２９条の次に次の１条を加える。 

（臨時的任用職員の賃金） 
第３０条 法第２２条第５項の規定により臨時的に任用された職員（以下「臨時職員」という。）の賃金は、前各条の規

定にかかわらず、その勤務に対する報酬として賃金を支給する。 
２ 賃金は、日額又は時間額をもつて支給し、その額は、臨時職員が従事する業務に応じ、規則で定める。 
３ 年次有給休暇等、特に承認があつた場合を除き、臨時職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しない

ときは、当該勤務しない時間に係る賃金は支給しない。 
 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の２の次に次の１条を加える。 

（超勤代休時間） 

 第７条の３ 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年泉南市条例第３０号）第１７条第４項の規定に

より超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措

置の対象となるべき時間（以下「超勤代休時間」という。）として、規則で定める期間内にある勤務日等（第８条及び

第９条に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 

 ２ 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を

除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

  第９条第１項中「勤務日（休日」を「勤務日等（第７条の３第１項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及 
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び休日」に改める。 

第１４条第６項中「（昭和３２年条例第３０号）」を削る。 

 附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第７号 
 
   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
 
 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
提案理由 
 定年前早期退職者の特例措置を受けることができる者の勤続期間についての読み替え規定の適用を平成２２年度までとす

るため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 
 

   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成３年泉南市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第８項中「、当分」を「、平成２３年３月３１日まで」に改める。 
 附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第８号 
 

   泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 
 泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
提案理由 
 泉南市立信達保育所の民営化の実施に伴い、所要の規定の整備を行うため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 
 

   泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

 
泉南市立保育所設置条例（昭和６２年泉南市条例第７号）の一部を次のように改正する。 
第２条泉南市立信達保育所の項を削除する。 

   附 則 
 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

62



議案第９号 
 

   泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 
 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
提案理由 
 平成２０年１０月に発生した大阪市浪速区個室ビデオ店火災事件を踏まえ、個室型店舗の防火安全対策措置を講ずる必要

から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 
 

   泉南市火災予防条例の一部を改正する条例 

 
泉南市火災予防条例（昭和３７年泉南市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３７条の２の次に次の１条を加える。 
（個室型店舗の避難管理） 

第３７条の３ カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類す

るもの（以下「個室型店舗」という。）の遊興の用に供する個室（これに類する施設を含む。）に設ける外開き戸のうち

、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければな

らない。ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認められるものにあっては、こ

の限りでない。 
   附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０，７８７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
２１，７４０，９５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
（地方債の補正） 

第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(14)国庫支出金     3,664,220        50,035     3,714,255

 

 1)国庫負担金     2,270,446         1,077     2,271,523

 

 2)国庫補助金     1,375,136        48,958     1,424,094

 

(15)府支出金     1,302,143       △8,096     1,294,047

 

 1)府負担金       756,347       △8,096       748,251

 

(17)寄　附　金         1,100           100         1,200

 

 1)寄　附　金         1,100           100         1,200

 

(18)繰　入　金       662,015         6,748       668,763

 

 1)基金繰入金       608,225         6,748       614,973

 

(19)諸　収　入       307,304        70,000       377,304

 

 6)雑　　　入       292,125        70,000       362,125

 

(20)市　　　債     2,455,100        52,000     2,507,100

 

 1)市　　　債     2,455,100        52,000     2,507,100

 

歳         入         合         計    21,570,166       170,787    21,740,953
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(2) 総　務　費     2,278,029        26,579     2,304,608

 

 1)総務管理費     1,722,277        27,336     1,749,613

 

 2)徴　税　費       331,254         △757       330,497

 

(3) 民　生　費     7,779,498      △67,500     7,711,998

 

 1)社会福祉費     2,046,899         3,940     2,050,839

 

 2)児童福祉費     2,541,749      △63,505     2,478,244

 

 4)国民健康保険費       508,552         2,276       510,828

 

 5)介護保険費       591,034      △10,211       580,823

 

(4) 衛　生　費     1,852,883        26,775     1,879,658

 

 1)保健衛生費       331,697         3,150       334,847

 

 2)清　掃　費     1,513,075             0     1,513,075

 

 3)上水道費         8,111        23,625        31,736

 

(5) 農林水産業費       153,695         5,000       158,695

 

 2)林　業　費           758         5,000         5,758

 

(7) 土　木　費     2,176,092         5,000     2,181,092

 

 2)道路橋梁費       284,127         5,000       289,127
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(8) 消　防　費       861,045           600       861,645

 

 1)消　防　費       861,045           600       861,645

 

(9) 教　育　費     2,908,957        50,800     2,959,757

 

 2)小学校費       740,210        26,500       766,710

 

 3)中学校費       552,729        26,800       579,529

 

 5)社会教育費       411,651       △3,200       408,451

 

 6)保健体育費        63,099           700        63,799

 

(11)諸支出金       433,850       123,533       557,383

 

 1)公共施設整備基金費        80,557        50,000       130,557

 

 9)雑　支　出        92,992        73,533       166,525

 

歳         出         合         計    21,570,166       170,787    21,740,953
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第２表　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名

総 務 費 総 務 管 理 費 泉南市庁舎改修事業 9,500 千円

総 務 費 総 務 管 理 費 全国瞬時警報システム整備事業 9,420 千円

民 生 費 社 会 福 祉 費 総合福祉センター修繕事業 2,000 千円

民 生 費 社 会 福 祉 費 浜老人集会場改修事業 7,000 千円

民 生 費 児 童 福 祉 費 子ども手当事務事業 7,160 千円

民 生 費 児 童 福 祉 費 浜保育所下水接続事業 7,632 千円

民 生 費 児 童 福 祉 費 鳴滝第1保育所配膳施設修繕事業 1,200 千円

衛 生 費 保 健 衛 生 費
新型インフルエンザワクチン接種費用に
関する負担軽減事業 48,636 千円

衛 生 費 保 健 衛 生 費 火葬場施設整備事業 3,150 千円

農 林 水 産 業 費 林 業 費 林道高倉線修繕事業 5,000 千円

土 木 費 道 路 橋 梁 費 長慶寺海営宮池線新設事業 5,000 千円

土 木 費 都 市 計 画 費 信達樽井線改良事業 394,700 千円

土 木 費 都 市 計 画 費 和泉砂川駅バリアフリー化設備整備事業 79,000 千円

金　　　　額
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款 項 事　　　　業　　　　名

消 防 費 消 防 費 水槽付ポンプ自動車整備事業 36,386 千円

消 防 費 消 防 費 消防施設修繕事業 600 千円

教 育 費 小 学 校 費 鳴滝第1・2小学校統廃合事業 6,800 千円

教 育 費 小 学 校 費 各小学校消防設備修繕整備事業 14,000 千円

教 育 費 小 学 校 費 西信達小学校下水道整備事業 8,000 千円

教 育 費 小 学 校 費 小学校施設耐震化事業 122,628 千円

教 育 費 小 学 校 費 給食センター調理釜更新事業 5,333 千円

教 育 費 小 学 校 費 給食センター衛生設備改修事業 4,500 千円

教 育 費 中 学 校 費 各中学校消防設備修繕整備事業 16,800 千円

教 育 費 中 学 校 費 泉南中学校トイレ改修事業 10,000 千円

教 育 費 中 学 校 費 中学校施設耐震化事業 188,280 千円

教 育 費 幼 稚 園 費 幼稚園施設耐震化事業 153,000 千円

教 育 費 幼 稚 園 費 旧済生会泉南病院施設解体事業 54,500 千円

教 育 費 保 健 体 育 費 市民体育館修繕事業 700 千円

金　　　　額
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第３表 地方債補正

１　変 　更

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 年％以内 千円 年％以内

6

首 池 埋 立 地
整 備 事 業

244,900

普通貸借
(証書借入)
又　　は
証券発行

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構に
ついて利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府その他の金融
機関の資金につい
ては、その融通条
件による。ただ
し、財政の都合に
より、償還期限及
び据置期間を短縮
し、又は繰上償還
若しくは低利に借
り換えることがで
きる。

296,900
補正前と

同じ
補正前
と同じ

補正前と
同じ

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後
起 債 の 目 的
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平 成 ２ １ 年 度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号）事項別明細書 
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歳 入

01-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

１４
国庫支出金          3,664,220        50,035     3,714,255

( 1)
国庫負担金          2,270,446         1,077     2,271,523

  1)
民生費負担金        2,268,486         1,077     2,269,563

6.
保険基盤安定負担
金         1,077

( 2)
国庫補助金          1,375,136        48,958     1,424,094

  1)
総務費補助金          321,624       121,379       443,003

12.
地域活性化・公共
投資臨時交付金        23,625

13.
防災情報通信設備
整備事業交付金         9,420

14.
地域活性化・きめ
細かな臨時交付金        88,334

  2)
民生費補助金          164,015      △72,421        91,594

7.
子育て応援特別手
当交付金      △75,600

8.
子育て応援特別手
当事務取扱交付金       △3,981

62.
子ども手当準備事
業費補助金         7,160

１５
府支出金            1,302,143       △8,096     1,294,047

( 1)
府負担金              756,347       △8,096       748,251

款 15 府支出金      項  1 府負担金      
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款 15 府支出金      項  1 府負担金      目  1 民生費負担金

01-0002

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

  1)
民生費負担金          725,347       △8,096       717,251

6.
保険基盤安定負担
金       △8,096

１７
寄　附　金              1,100           100         1,200

( 1)
寄　附　金              1,100           100         1,200

  5)
教育費寄附金                           100           100

2.
図書購入費寄付金           100

１８
繰　入　金            662,015         6,748       668,763

( 1)
基金繰入金            608,225         6,748       614,973

  1)
公共施設整備基金
繰入金       207,534         6,748       214,282

1.
公共施設整備基金
繰入金         6,748

１９
諸　収　入            307,304        70,000       377,304

( 6)
雑　　　入            292,125        70,000       362,125

  1)
雑　　　入            274,035        70,000       344,035

13.
雑　　　入             70,000

生保法６３条による返還金        20,000
りんくうタウン公共施設等の引継ぎに関する負担金       50,000

２０
市　　　債          2,455,100        52,000     2,507,100

( 1)
市　　　債          2,455,100        52,000     2,507,100

  2)
衛　生　債            254,500        52,000       306,500

2.
首池埋立地整備事
業債        52,000

歳　　　入　　　合　　　計    21,570,166       170,787    21,740,953
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歳 出

01-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  ２総　務　費        2,278,029        26,579     2,304,608         9,336        17,243

国庫支出金      
        9,336

( 1)総務管理費        1,722,277        27,336     1,749,613         9,336        18,000

国庫支出金      
        9,336

  1)一般管理費          145,485         9,500       154,985                      9,500

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                300        18,716
 15.工事請負費              9,000              
 18.備品購入費                200              

[ 7]庁舎改修事業                       9,500         9,500                      9,500 総務課

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                300              設計委託料

 15.工事請負費              9,000              

 18.備品購入費                200              器具購入費

  2)人事管理費          755,711         8,416       764,127          △84         8,500

国庫支出金      
         △84

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △1,000        44,659
  3.職員手当等              9,500       645,902
  4.共　済　費               △84        40,854

[ 1]人件費事業          731,415         8,416       739,831          △84         8,500

国庫支出金      
         △84

款  2 総　務　費      項  1 総務管理費      目  2 人事管理費
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款  2 総　務　費      項  1 総務管理費      目  2 人事管理費

01-0002

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

[子育て応援特別手
当事務取扱交付金
         △84]

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △1,000        44,659一般職

  3.職員手当等              9,500       645,902退職手当

  4.共　済　費               △84        40,854厚生年金保険料          △53
健康保険組合負担金（アルバイト）          △31

  9)企　画　費           91,511         9,420       100,931         9,420              

国庫支出金      
        9,420

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              9,420        29,700

[ 5]危機管理事業         40,992         9,420        50,412         9,420              政策推進課

国庫支出金      
        9,420

[防災情報通信設備
整備事業交付金
        9,420]

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              9,420        29,700全国瞬時警報システム整備工事

( 2)徴　税　費          331,254         △757       330,497                      △757

  1)賦　課　費          173,475         △757       172,718                      △757

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料              △757        65,020

[ 1]人件費事業          119,519         △757       118,762                      △757
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 01-0003

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料              △757        65,020一般職

  ３民　生　費        7,779,498      △67,500     7,711,998      △79,356        11,856

国庫支出金      
     △71,260

府支出金        
      △8,096

( 1)社会福祉費        2,046,899         3,940     2,050,839                      3,940

  6)総合福祉センタ
    ー費        83,718         2,000        85,718                      2,000

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              2,000         1,384

[ 3]指定管理者事業        81,100         2,000        83,100                      2,000 高齢障害介護課

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              2,000         1,200修繕料

 12)老人集会場費         76,898         7,000        83,898                      7,000

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                455         5,775
 15.工事請負費              6,545        48,405

[ 2]老人集会場改修
    事業        50,405         7,000        57,405                      7,000 高齢障害介護課

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                455         2,000実施設計委託料

 15.工事請負費              6,545        48,405

 15)後期高齢者医療
    費       596,268       △5,060       591,208                    △5,060

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金       △5,060       467,449

款  3 民　生　費      項  1 社会福祉費      目 15 後期高齢者医療費
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款  3 民　生　費      項  1 社会福祉費      目 15 後期高齢者医療費

01-0004

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

[ 1]後期高齢者医療
    広域連合事務事
    業        19,061       △5,060        14,001                    △5,060 健康保険課

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金       △5,060        19,061

後期高齢者医療広域連合事務費負担金

( 2)児童福祉費        2,541,749      △63,505     2,478,244      △72,337         8,832

国庫支出金      
     △72,337

  1)児童福祉総務費       878,459      △72,337       806,122      △72,337              

国庫支出金      
     △72,337

節　　区　　分 金       額

  3.職員手当等              △475        33,487
  7.賃　　　金              △703         2,559
 11.需　用　費              △157           420
 12.役　務　費            △1,111         1,717
 13.委　託　料              5,769         1,780
 14.使用料及び賃借料          △60            60
 19.負担金、補助及び
    交付金      △75,600        75,600

[ 1]人件費事業          131,103         △475       130,628         △475              

国庫支出金      
        △475

[子育て応援特別手
当事務取扱交付金
        △475]

節　　区　　分 金       額

  3.職員手当等              △475        33,487超勤手当

[ 8]子育て応援特別
    手当事業        79,151      △79,022           129      △79,022              生活福祉課
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 01-0005

国庫支出金      
     △79,022

[子育て応援特別手
当交付金
     △75,600]

[子育て応援特別手
当事務取扱交付金
      △3,422]

節　　区　　分 金       額

  7.賃　　　金              △703           703アルバイト賃金

 11.需　用　費              △157           286消耗品費         △141
印刷製本費          △16

 12.役　務　費            △1,111         1,111郵便料         △352
コピーパフォーマンス料         △360
振込手数料         △399

 13.委　託　料            △1,391         1,391電算委託料

 14.使用料及び賃借料          △60            60電子複写機使用料

 19.負担金、補助及び
    交付金      △75,600        75,600

子育て応援特別手当

[ 9]子ども手当事務
    事業                      7,160         7,160         7,160              生活福祉課

国庫支出金      
        7,160

[子ども手当準備事
業費補助金
        7,160]

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料              7,160              電算運営業務委託料

  5)保育所費            610,726         8,832       619,558                      8,832

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              1,200        46,240
 12.役　務　費                132         2,319
 15.工事請負費              7,500         5,500

款  3 民　生　費      項  2 児童福祉費      目  5 保育所費
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款  3 民　生　費      項  2 児童福祉費      目  5 保育所費

01-0006

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

[ 3]保育事業            132,200         8,832       141,032                      8,832 保育子育て支援課

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              1,200        46,190修繕料

 12.役　務　費                132         2,120し尿汲取手数料

 15.工事請負費              7,500              

( 4)国民健康保険費       508,552         2,276       510,828       △7,019         9,295

国庫支出金      
        1,077

府支出金        
      △8,096

  1)国民健康保険費       508,552         2,276       510,828       △7,019         9,295

国庫支出金      
        1,077

府支出金        
      △8,096

節　　区　　分 金       額

 28.繰　出　金              2,276       508,552

[ 1]国民健康保険特
    別会計繰出金事
    業       508,552         2,276       510,828       △7,019         9,295 健康保険課

国庫支出金      
        1,077

[保険基盤安定負担
金
        1,077]

府支出金        
      △8,096

[保険基盤安定負担
金
      △8,096]
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 01-0007

節　　区　　分 金       額

 28.繰　出　金              2,276       508,552国民健康保険事業特別会計への繰出金

( 5)介護保険費          591,034      △10,211       580,823                   △10,211

  1)介護保険費          591,034      △10,211       580,823                   △10,211

節　　区　　分 金       額

 28.繰　出　金           △10,211       590,944

[ 1]介護保険事業特
    別会計繰出金事
    業       590,944      △10,211       580,733                   △10,211 高齢障害介護課

節　　区　　分 金       額

 28.繰　出　金           △10,211       590,944介護保険事業特別会計への繰出金

  ４衛　生　費        1,852,883        26,775     1,879,658        52,000      △25,225

市債            
       52,000

( 1)保健衛生費          331,697         3,150       334,847                      3,150

  7)火葬場費             13,175         3,150        16,325                      3,150

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              3,150         4,635

[ 2]火葬場施設管理
    運営事業         8,975         3,150        12,125                      3,150 環境整備課

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              3,150         4,635修繕料

( 2)清　掃　費        1,513,075             0     1,513,075        52,000      △52,000

市債            
       52,000

  4)環境整備対策費       330,832             0       330,832        52,000      △52,000

市債            
       52,000

款  4 衛　生　費      項  2 清　掃　費      目  4 環境整備対策費
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款  4 衛　生　費      項  2 清　掃　費      目  4 環境整備対策費

01-0008

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

[ 7]市有埋立地整備
    事業       326,623             0       326,623        52,000      △52,000

市債            
       52,000

[首池埋立地整備事
業債
       52,000]

( 3)上水道費              8,111        23,625        31,736                     23,625

  1)上水道費              8,111        23,625        31,736                     23,625

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金        23,625         6,786

[ 1]水道事業会計繰
    出金事業         8,111        23,625        31,736                     23,625 財政課

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金        23,625         6,786

  ５農林水産業費        153,695         5,000       158,695                      5,000

( 2)林　業　費              758         5,000         5,758                      5,000

  1)林業振興費              758         5,000         5,758                      5,000

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              5,000              

[ 1]林業振興事業            758         5,000         5,758                      5,000 農林水産課

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              5,000              

  ７土　木　費        2,176,092         5,000     2,181,092                      5,000

( 2)道路橋梁費          284,127         5,000       289,127                      5,000
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 01-0009

  5)道路新設改良費        34,284         5,000        39,284                      5,000

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              5,000        33,000

[ 1]道路新設改良事
    業        34,284         5,000        39,284                      5,000 施設整備課

節　　区　　分 金       額

 15.工事請負費              5,000        33,000

  ８消　防　費          861,045           600       861,645                        600

( 1)消　防　費          861,045           600       861,645                        600

  3)消防施設費            9,369           600         9,969                        600

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                600         4,872

[ 1]庁舎管理事業             21           600           621                        600 消防本部

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                600            21修繕料

  ９教　育　費        2,908,957        50,800     2,959,757           100        50,700

寄附金          
          100

( 2)小学校費            740,210        26,500       766,710                     26,500

  3)学校施設整備費       378,125        22,000       400,125                     22,000

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              3,400        10,000
 13.委　託　料              1,000        37,770
 15.工事請負費             17,600       263,578

[ 1]施設保全整備事
    業        24,800        22,000        46,800                     22,000 教育総務課

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費              3,400        10,000修繕料

款  9 教　育　費      項  2 小学校費      目  3 学校施設整備費
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款  9 教　育　費      項  2 小学校費      目  3 学校施設整備費

01-0010

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

 13.委　託　料              1,000         6,800設計委託料           700
監理委託料           300

 15.工事請負費             17,600         8,000各小学校整備工事
各小学校工事（維持）

  4)学校給食センタ
    ー費       144,057         4,500       148,557                      4,500

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                377       100,442
 15.工事請負費              4,123         5,700

[ 3]施設管理事業         10,143         4,500        14,643                      4,500 学務課

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料                377         2,883実施設計委託料

 15.工事請負費              4,123         5,700

( 3)中学校費            552,729        26,800       579,529                     26,800

  3)学校施設整備費       446,273        26,800       473,073                     26,800

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料              2,100        20,400
 15.工事請負費             24,700       392,280

[ 1]施設保全整備事
    業        24,800        26,800        51,600                     26,800 教育総務課

節　　区　　分 金       額

 13.委　託　料              2,100           800設計委託料         1,400
監理委託料           700

 15.工事請負費             24,700        16,000各中学校工事（維持）

( 5)社会教育費          411,651       △3,200       408,451           100       △3,300

寄附金          
          100

  9)公民館費             59,599       △3,300        56,299                    △3,300
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 01-0011

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △2,500        24,221
  3.職員手当等              △800         9,585

[ 1]人件費事業           40,279       △3,300        36,979                    △3,300

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △2,500        24,221一般職

  3.職員手当等              △800         9,585期末手当         △600
勤勉手当         △200

 10)図書館及びホー
    ル費        89,560           100        89,660           100              

寄附金          
          100

節　　区　　分 金       額

 18.備品購入費                100         7,100

[ 2]図書館運営事業        25,070           100        25,170           100              文化振興課

寄附金          
          100

[図書購入費寄付金
          100]

節　　区　　分 金       額

 18.備品購入費                100         7,100図書購入費

( 6)保健体育費           63,099           700        63,799                        700

  3)体育施設費           53,877           700        54,577                        700

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                700         4,086

[ 1]指定管理者事業        36,515           700        37,215                        700 生涯学習課

節　　区　　分 金       額

 11.需　用　費                700           850修繕料

款  9 教　育　費      項  6 保健体育費      目  3 体育施設費
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款 11 諸支出金            

01-0012

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

１１諸支出金            433,850       123,533       557,383        50,000        73,533

諸収入          
       50,000

( 1)公共施設整備基
    金費        80,557        50,000       130,557        50,000              

諸収入          
       50,000

  1)公共施設整備基
    金費        80,557        50,000       130,557        50,000              

諸収入          
       50,000

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             50,000        80,557

[ 1]公共施設整備基
    金事業        80,557        50,000       130,557        50,000              政策推進課

諸収入          
       50,000

[りんくうタウン公
共施設等の引継ぎ
に関する負担金
       50,000]

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             50,000        80,557

( 9)雑　支　出           92,992        73,533       166,525                     73,533

  3)返　還　金           11,832        73,533        85,365                     73,533

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料        73,533        11,832

[ 1]国支出金・府支
    出金返還金事業        11,832        73,533        85,365                     73,533 生活福祉課
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 01-0013

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料        73,533        11,832

生活保護費国庫負担金返還金        72,762
母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金          694
セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金           77

歳　出　合　計    21,570,166       170,787    21,740,953        32,080       138,707

国庫支出金      
     △61,924

府支出金        
      △8,096

寄附金          
          100

諸収入          
       50,000

市債            
       52,000

款 11 諸支出金      項  9 雑　支　出      目  3 返　還　金
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参   考

款   別   現   計   予   算   表
１．歳       入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市　　　税                                          9,165,295     9,165,295  42.2

(2) 地方譲与税                                            165,900       165,900   0.8

(3) 利子割交付金                                           84,400        84,400   0.4

(4) 配当割交付金                                           34,800        34,800   0.2

(5) 株式等譲渡所得割交付金                                  6,100         6,100 －

(6) 地方消費税交付金                                      574,400       574,400   2.6

(7) ゴルフ場利用税交付金                                   57,000        57,000   0.3

(8) 自動車取得税交付金                                     75,900        75,900   0.3

(9) 地方特例交付金                                        125,200       125,200   0.6

(10)地方交付税                                          2,258,830     2,258,830  10.4

(11)交通安全対策特別交付金                                 10,200        10,200 －

(12)分担金及び負担金                                      168,615       168,615   0.8

(13)使用料及び手数料                                      400,843       400,843   1.8

(14)国庫支出金                                          3,664,220        50,035     3,714,255  17.1

(15)府支出金                                            1,302,143       △8,096     1,294,047   6.0

(16)財産収入                                               46,839        46,839   0.2

(17)寄　附　金                                              1,100           100         1,200 －

(18)繰　入　金                                            662,015         6,748       668,763   3.1

(19)諸　収　入                                            307,304        70,000       377,304   1.7

(20)市　　　債                                          2,455,100        52,000     2,507,100  11.5

(22)繰　越　金                                              3,962         3,962 －
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    21,570,166       170,787    21,740,953 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            274,014       274,014   1.3

(2) 総　務　費                                          2,278,029        26,579     2,304,608  10.6

(3) 民　生　費                                          7,779,498      △67,500     7,711,998  35.5

(4) 衛　生　費                                          1,852,883        26,775     1,879,658   8.6

(5) 農林水産業費                                          153,695         5,000       158,695   0.7

(6) 商　工　費                                             63,358        63,358   0.3

(7) 土　木　費                                          2,176,092         5,000     2,181,092  10.0

(8) 消　防　費                                            861,045           600       861,645   4.0

(9) 教　育　費                                          2,908,957        50,800     2,959,757  13.6

(10)公　債　費                                          2,765,156     2,765,156  12.7

(11)諸支出金                                              433,850       123,533       557,383   2.6

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

(14)災害復旧費                                              3,589         3,589 －

歳     出     合     計    21,570,166       170,787    21,740,953 100.0
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２．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

613 2,280,934 1,885,536 4,166,470 687,006 4,853,476

614 2,285,191 1,877,311 4,162,502 687,090 4,849,592

△ 1 △ 4,257 8,225 3,968 △ 84 3,884

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

69,427 70,559 47,021 22,692 83,933 27,413 34,066

69,427 70,559 47,021 22,692 84,408 27,413 34,066

0 0 0 0 △ 475 0 0

千円 千円 千円 千円 千円 千円

14,110 16,715 575,036 288,370 630,194 6,000

14,110 16,715 575,636 288,570 620,694 6,000

0 0 △ 600 △ 200 9,500 0

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前

給　　　与　　　費
備　　　　　　　　考

通勤手当扶養手当 住居手当地域手当 超勤手当 休日給管理職手当

児童手当

補正前

比  較

職員手当の
内　　　訳

区  分

補正後

補正前

比  較

補正後

期末手当 勤勉手当 退職手当 夜間勤務手当区  分 特殊勤務手当
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円
給　　料 △ 4,257 人事異動動等に伴う増減分 △ 4,257 人事異動等に伴う増減

職員手当等 8,225 人事異動動等に伴う増減分 8,225 人事異動等に伴う増減 超勤手当 △ 475 千円

期末手当 △ 600 千円

勤勉手当 △ 200 千円

退職手当 9,500 千円

増減事由別明細 備      　　　  考
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（単位：千円）

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込額

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込額

1. 1,319,300 15,203,609 1,371,300 15,255,609

(6) 衛 生 254,500 1,057,722 306,500 1,109,722

2,455,100 23,221,454 2,507,100 23,273,454

地 方 債 現 在 高 の 補 正 調 書

計

補　正　前　の　額 補　正　後　の　額

区　　　　　　　分

普 通 債
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議案第１１号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入予算の補正） 
第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(3) 国庫支出金     2,090,065         5,404     2,095,469

 

 2)国庫補助金       467,605         5,404       473,009

 

(8) 繰　入　金       508,552         2,276       510,828

 

 1)他会計繰入金       508,552         2,276       510,828

 

(9) 諸　収　入       711,130       △7,680       703,450

 

 3)雑　　　入       710,870       △7,680       703,190

 

歳         入         合         計     7,956,722             0     7,956,722
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平成２１年度 

 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）事項別明細書 
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歳 入

21-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

３
国庫支出金          2,090,065         5,404     2,095,469

( 2)
国庫補助金            467,605         5,404       473,009

 53)
介護従事者処遇改
善臨時特例交付金                      5,404         5,404

1.
介護従事者処遇改
善臨時特例交付金         5,404

８
繰　入　金            508,552         2,276       510,828

( 1)
他会計繰入金          508,552         2,276       510,828

  1)
一般会計繰入金        508,552         2,276       510,828

1.
保険基盤安定繰入
金       △9,361

4.
財政安定化支援事
業繰入金        11,637

９
諸　収　入            711,130       △7,680       703,450

( 3)
雑　　　入            710,870       △7,680       703,190

  6)
雑　　　入            702,409       △7,680       694,729

1.
雑　　　入            △7,680

歳　　　入　　　合　　　計     7,956,722             0     7,956,722

款  9 諸　収　入      項  3 雑　　　入      目  6 雑　　　入
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議案第１２号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６２，８４０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ３，７４４，０４８千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

1.   歳     入

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(3) 国庫支出金       784,425      △16,840       767,585

  

 1)国庫負担金       630,583      △14,000       616,583

  

 2)国庫補助金       153,842       △2,840       151,002

  

(4) 支払基金交付金     1,049,008      △24,000     1,025,008

  

 1)支払基金交付金     1,049,008      △24,000     1,025,008

  

(5) 府支出金       508,422      △12,000       496,422

  

 1)府負担金       491,540      △12,000       479,540

  

(7) 繰　入　金       604,231      △10,000       594,231

  

 1)他会計繰入金       590,944      △10,211       580,733

  

 2)基金繰入金        13,287           211        13,498

  

歳         入         合         計     3,806,888      △62,840     3,744,048
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2.   歳     出

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(1) 総　務　費       172,128             0       172,128

  

 1)総務管理費        98,838             0        98,838

  

 5)趣旨普及費           500             0           500

  

(2) 保険給付費     3,452,681      △80,000     3,372,681

  

 1)介護サービス等諸費     3,103,900      △80,000     3,023,900

  

(4) 基金積立金        66,671        17,160        83,831

  

 1)給付準備基金積立金        66,671        17,160        83,831

  

歳         出         合         計     3,806,888      △62,840     3,744,048
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平成２１年度 

 

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）事項別明細書 
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歳 入

25-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

３
国庫支出金            784,425      △16,840       767,585

( 1)
国庫負担金            630,583      △14,000       616,583

  1)
介護給付費負担金       630,583      △14,000       616,583

1.
現年度分             △14,000

現年度分      △14,000

( 2)
国庫補助金            153,842       △2,840       151,002

  1)
調整交付金            122,570       △2,840       119,730

1.
調整交付金            △2,840

調整交付金       △2,840

４
支払基金交付金      1,049,008      △24,000     1,025,008

( 1)
支払基金交付金      1,049,008      △24,000     1,025,008

  1)
介護給付費交付金     1,035,804      △24,000     1,011,804

1.
現年度分             △24,000

現年度分      △24,000

５
府支出金              508,422      △12,000       496,422

( 1)
府負担金              491,540      △12,000       479,540

  1)
介護給付費負担金       491,540      △12,000       479,540

1.
現年度分             △12,000

現年度分      △12,000

７
繰　入　金            604,231      △10,000       594,231

( 1)
他会計繰入金          590,944      △10,211       580,733

  1)
一般会計繰入金        590,944      △10,211       580,733

1.
介護給付費繰入金      △10,000

介護給付費繰入金      △10,000

5.
事務的経費繰入金         △211

事務的経費繰入金         △211

款  7 繰　入　金      項  1 他会計繰入金      目  1 一般会計繰入金
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款  7 繰　入　金      項  2 基金繰入金      

25-0002

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

( 2)
基金繰入金             13,287           211        13,498

 51)
介護従事者処遇改
善臨時特例基金繰
入金        13,287           211        13,498

1.
介護従事者処遇改
善臨時特例基金繰
入金           211

介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金           211

歳　　　入　　　合　　　計     3,806,888      △62,840     3,744,048
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歳 出

25-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  １総　務　費          172,128             0       172,128           211         △211

繰入金          
          211

( 1)総務管理費           98,838             0        98,838           110         △110

繰入金          
          110

  1)一般管理費           98,838             0        98,838           110         △110

繰入金          
          110

[ 2]介護保険事務事
    業        23,806             0        23,806           110         △110

繰入金          
          110

[介護従事者処遇改
善臨時特例基金繰
入金
          110]

( 5)趣旨普及費              500             0           500           101         △101

繰入金          
          101

  1)趣旨普及費              500             0           500           101         △101

繰入金          
          101

[ 1]介護保険制度趣
    旨普及事務事業           500             0           500           101         △101

繰入金          
          101

款  1 総　務　費      項  5 趣旨普及費      目  1 趣旨普及費
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款  1 総　務　費      項  5 趣旨普及費      目  1 趣旨普及費

25-0002

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

[介護従事者処遇改
善臨時特例基金繰
入金
          101]

  ２保険給付費        3,452,681      △80,000     3,372,681      △70,000      △10,000

介護保険料      
     △17,160

国庫支出金      
     △16,840

支払基金交付金  
     △24,000

府支出金        
     △12,000

( 1)介護サービス等
    諸費     3,103,900      △80,000     3,023,900      △70,000      △10,000

介護保険料      
     △17,160

国庫支出金      
     △16,840

支払基金交付金  
     △24,000

府支出金        
     △12,000

  2)地域密着型介護
    サービス給付費       432,066      △40,000       392,066      △35,000       △5,000

介護保険料      
      △8,580

国庫支出金      
      △9,420

支払基金交付金  
     △12,000
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 25-0003

府支出金        
      △5,000

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △40,000       432,066

[ 1]地域密着型介護
    サービス給付事
    業       432,066      △40,000       392,066      △35,000       △5,000 高齢障害介護課

介護保険料      
      △8,580

[現年度分特別徴収
保険料
      △8,580]

国庫支出金      
      △9,420

[現年度分        
      △8,000]

[調整交付金      
      △1,420]

支払基金交付金  
     △12,000

[現年度分        
     △12,000]

府支出金        
      △5,000

[現年度分        
      △5,000]

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △40,000       432,066

地域密着型介護サービス給付費      △40,000

  3)施設介護サービ
    ス給付費     1,039,928      △40,000       999,928      △35,000       △5,000

介護保険料      
      △8,580

款  2 保険給付費      項  1 介護サービス等諸費      目  3 施設介護サービス給付費
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款  2 保険給付費      項  1 介護サービス等諸費      目  3 施設介護サービス給付費

25-0004

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

国庫支出金      
      △7,420

支払基金交付金  
     △12,000

府支出金        
      △7,000

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △40,000     1,039,928

[ 1]施設介護サービ
    ス給付事業     1,039,928      △40,000       999,928      △35,000       △5,000 高齢障害介護課

介護保険料      
      △8,580

[現年度分特別徴収
保険料
      △8,580]

国庫支出金      
      △7,420

[現年度分        
      △6,000]

[調整交付金      
      △1,420]

支払基金交付金  
     △12,000

[現年度分        
     △12,000]

府支出金        
      △7,000

[現年度分        
      △7,000]
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 25-0005

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △40,000     1,039,928

施設介護サービス給付費      △40,000

  ４基金積立金           66,671        17,160        83,831        17,160              

介護保険料      
       17,160

( 1)給付準備基金積
    立金        66,671        17,160        83,831        17,160              

介護保険料      
       17,160

  1)給付準備基金積
    立金        66,671        17,160        83,831        17,160              

介護保険料      
       17,160

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             17,160        66,671

[ 1]給付準備基金積
    立金事業        66,671        17,160        83,831        17,160              高齢障害介護課

介護保険料      
       17,160

[現年度分特別徴収
保険料
       17,160]

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             17,160        66,671積　立　金        17,160

歳　出　合　計     3,806,888      △62,840     3,744,048      △52,629      △10,211

介護保険料      
             

国庫支出金      
     △16,840

款  4 基金積立金      項  1 給付準備基金積立金      目  1 給付準備基金積立金
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款  4 基金積立金      項  1 給付準備基金積立金      目  1 給付準備基金積立金

25-0006

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

支払基金交付金  
     △24,000

府支出金        
     △12,000

繰入金          
          211
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議案第１３号 
 

   平成２１年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 
 平成２１年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６，０００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ５０１，６８０千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
 
  平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(1) 後期高齢者医療保険料       399,263      △36,000       363,263

 

 1)後期高齢者医療保険料       399,263      △36,000       363,263

 

歳         入         合         計       537,680      △36,000       501,680
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(2) 後期高齢者医療広域連合納付金       498,170      △36,000       462,170

 

 1)後期高齢者医療広域連合納付金       498,170      △36,000       462,170

 

歳         出         合         計       537,680      △36,000       501,680
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平成２１年度 

 

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）事項別明細書 
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歳 入

56-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

１
後期高齢者医療保
険料       399,263      △36,000       363,263

( 1)
後期高齢者医療保
険料       399,263      △36,000       363,263

  1)
特別徴収保険料        269,716      △36,000       233,716

1.
現年度分             △36,000

歳　　　入　　　合　　　計       537,680      △36,000       501,680

款  1 後期高齢者医療保険料      項  1 後期高齢者医療保険料      目  1 特別徴収保険料
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歳 出
款  2 後期高齢者医療広域連合納付金            

56-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  ２後期高齢者医療
    広域連合納付金       498,170      △36,000       462,170      △36,000              

後期高齢者医療保
険料

     △36,000

( 1)後期高齢者医療
    広域連合納付金       498,170      △36,000       462,170      △36,000              

後期高齢者医療保
険料

     △36,000

  1)後期高齢者医療
    広域連合納付金       498,170      △36,000       462,170      △36,000              

後期高齢者医療保
険料

     △36,000

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △36,000       498,170

[ 1]後期高齢者医療
    広域連合納付事
    業       498,170      △36,000       462,170      △36,000              健康保険課

後期高齢者医療保
険料

     △36,000

[現年度分        
     △36,000]

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金      △36,000       498,170

保険料等負担金

歳　出　合　計       537,680      △36,000       501,680      △36,000              
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 56-0002

後期高齢者医療保
険料

     △36,000

款  2 後期高齢者医療広域連合納付金      項  1 後期高齢者医療広域連合納付金      目  1 後期高齢者医療広域連合納付金
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議案第１４号 
 

   平成２１年度泉南市水道事業会計補正予算（第３号） 

 
（総則） 

第１条 平成２１年度泉南市の水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （資本的収入） 
第２条 平成２１年度泉南市水道事業会計予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３３０，７７５千

円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３２３，６７５千円」に、「当年度分損益勘定留保資金３２６，

２２６千円」を「当年度分損益勘定留保資金３１９，１２６千円」に改め、資本的支入の予定額を次のとおり補正する。 
                       収     入 
                 既決予定額        補正予定額         計 
第１款  資本的収入     ３３３，１７１千円    ７，１００千円     ３４０，２７１千円 

  第１項  企業債       ５２，１２５千円  △１６，５２５千円      ３５，６００千円 
  第２項  負担金      ２６５，９７１千円   ２３，６２５千円     ２８９，５９６千円 
  

平成２２年３月４日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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資本的収入の補正

既決予定額 補正予定額 計

333,171 7,100 340,271

1，企 業 債 52,125 △ 16,525 35,600

1， 企 業 債 52,125 △ 16,525 35,600

1， 企 業 債 52,125 △ 16,525 35,600 △ 16,525

2，負 担 金 265,971 23,625 289,596

3， 他 会 計 負 担 金 500 23,625 24,125

1， 他 会 計 負 担 金 500 23,625 24,125 23,625

333,171 7,100 340,271

平成21年度泉南市水道事業会計補正予算説明書

合　　　　　　　計

（単位：千円）

款　　　　　項 目 節 備　　　　考

Ｃ ， 資 本 的 収 入

企 業 債

公共投資臨時交付金
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